
唐津市公告 

   唐津市民応援商品券事業運営業務委託に係るプロポーザル手続開始の    

   公告について 

公募型プロポーザル方式により受託者を選定するので、次のとおり公告する。 

なお、公募に関し必要な事項は、別紙唐津市民応援商品券事業運営業務公募型プ 

ロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）のとおりとする。 

  令和８年１月２６日 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 業務概要 

 (1) 業務名 

唐津市民応援商品券事業運営業務 

 (2) 業務の目的 

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰対策とし

て市民１人当たり１万円分の商品券を配布するもの。 

 (3) 業務内容 

  ア 商品券発行及び印刷等 

イ 専用ホームページ及びコールセンターの開設 

ウ 取扱店舗の募集及び審査並びに取扱店舗一覧表の広報 

エ 商品券の管理、換金 

オ データ管理、効果検証その他市民応援商品券事業運営業務に関連する事項 

 (4) 履行期間 

   契約締結の日から令和９年２月１日まで 

２ 参加要件 

(1) 応募者は、１者単独の事業者又は複数の事業者で構成される企業体（以下

「共同企業体」という。）とする。 

(2) １者単独で応募する場合は、唐津市内に本店又は支店を置く法人であること。 

(3) 共同企業体による応募の要件は、次のとおりとする。 



  ア 応募及び事業に必要な諸手続を一貫して担当する構成員（以下「構成員の

代表者」という。）をあらかじめ定め、構成員の代表者及び各構成員の役

割や業務分担等を明確にしたうえで、構成員間で共同企業体協定書を締結

し、市へ提出すること。 

  イ 共同企業体の構成員は、全て法人であって、構成員に１者以上の市内に本

店・支店を置く事業者が含まれていること。 

  ウ 応募後の連絡及び選定後の協議は代表企業を中心に行うこととするが、当

該業務の履行に際し、共同企業体の構成員全てが連帯責任を負うこと。 

  エ 応募後の代表企業及び構成員の変更は、原則として認めない。 

  オ 企画提案募集に関する構成員の重複参加は、認めない。 

 (4) 次のいずれにも該当しないこと（応募者が共同企業体であるときは、その構

成員の全てが該当しないこと。）。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（一

般競争入札に参加させないことができる事由等）に該当する者 

  イ 次の申立てがなされている者 

   (ｱ) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による

破産手続開始の申立て 

   (ｲ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手

続開始の申立て 

   (ｳ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続開始の申立て 

  ウ 国税及び地方税の滞納者 

  エ 次に該当する者 

   (ｱ) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員であると認められる者 

   (ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められる者 



   (ｳ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと

認められる者 

   (ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与していると認められる者 

   (ｵ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められる者 

(5) 関係法令を遵守すること。 

３ 失格事由 

 (1) 参加要件を満たさなくなった場合 

 (2) 唐津市民応援商品券事業運営業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査

委員会」という。）の委員に直接又は間接を問わず、プロポーザルに関して不

正な接触又は要求をした場合 

 (3) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

 (4) 実施要領に定める様式で提出されない場合 

 (5) 提出方法、提出先及び提出期限に適しない場合 

 (6) 参加表明書、提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない

場合 

 (7) 参加表明書、提案書等に虚偽の記載がされた場合 

 (8) 実施要領の見積上限額を超える見積金額が提案された場合 

 (9) 唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱（平

成２６年告示第５９号）別表第１から別表第３までの各項に掲げる措置要件の

いずれかに該当する行為が認められた場合 

４ プロポーザルの審査方法 

 (1) 審査主体 

   プロポーザルの審査及び選考に当たっては、審査委員会において行う。 

 (2) 審査 



   応募者から提出された提案書等により書類審査、プレゼンテーション及びヒ

アリングを行い、得点順位により、最優秀者１者及び優秀者１者を特定する

（応募者が１者のみの提案の場合においても、評価の点数が一定以上であれば

最優秀者として特定する。）。 

５ 結果の通知 

  審査の結果については、審査対象者全員に対し書面にて通知する。 

６ 結果の公表 

  審査委員会における審査及び評価の結果については、本プロポーザル手続完了

後に公表するものとする。 

７ 手続等 

 (1) 事務局 

  〒８４７－８５１１ 佐賀県唐津市西城内１番１号 

  唐津市 商工観光部 商工振興課 

  電話番号 ０９５５－７２－９１４１ 

  ファックス番号 ０９５５－７２－９１８２ 

  電子メール syoukou@city.karatsu.lg.jp 

  唐津市ホームページ http://www.city.karatsu.lg.jp 

 (2) 本プロポーザルに係る書類等の取得 

  ア 取得方法 

    本プロポーザルに係る書類等は、唐津市ホームページにおいてダウンロー

ドすること。 

  イ 取得開始 

    令和８年１月２６日（月）から 

 (3) 提案書等の受付 

  ア 参加表明書の提出期限 

    令和８年２月４日（水）午後５時まで 

  イ 参加表明書の提出方法 

    事務局へ電子メール 



  ウ 提案書等の提出期限 

令和８年２月９日（月）午後５時まで 

  エ 提案書等の提出方法 

事務局へ持参又は郵送若しくは配送（一般書留郵便など配達の記録が残

る方法に限る。）（持参する場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９

時から午後５時までとし、郵送又は配送の場合は令和８年２月９日

（月）午後５時必着とする。） 

  オ 提出部数 

    正本１部及び副本８部 

(4) 書類審査、プレゼンテーション及びヒアリング（非公開） 

  実施予定日 

  令和８年２月１２日（木）（場所及び時間は、別途通知） 


